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【介護保険基本料金等内訳】  ＊１ヵ月は３０日計算です。（３１日の場合は３１日となります） 

（金額単位：円） 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１ ご契約者の要介護度別サ

ービス利用料金 
7,600 7,640 8,000 8,230 8,400 8,580 

２ サービス提供体制強化加

算（Ⅰ） 
220 

３ サービス利用料金計 7,820 7,860 8,220 8,450 8,620 8,800 

４ うち、介護保険から給付

される金額（3×90％） 
7,038 7,074 7,398 7,605 7,758 7,920 

５ サービス利用に係る自己

負担額（３－４） 
782 786 822 845 862 880 

６ 月額サービス利用料 23,460 23,580 24,660 25,350 25,860 26,400 

７ 食材料費 1日 900円月額 27,000 

８ 家賃・光熱水費(月額) 30,000 

30日合計６+７+８ 80,460 80,580 81,660 82,350 82,860 83,400 

※下記の加算説明のある内容が該当する場合には６の月額サービス利用額にその加算を足した合計額

に介護職員処遇改善加算（Ⅱ）８．１％と介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）３．１％をそれぞれ加

算した額となります。 

※自己負担２割の方、又は３割の方は、６の月額サービス利用料を２倍又は３倍し、７、８を足した金

額となります。ただし、下記の加算説明にある内容が該当する場合には６の月額サービス利用額にそ

の加算を足した合計額に介護職員処遇改善加算（Ⅱ）８．１％と介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

３．１％をそれぞれ加算した額となります。 

 

【 加算の説明 】自己負担２割の方、又は３割の方はそれぞれ２倍又は３倍となります。 

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

認知症日常生活自立度Ⅲ以上の状態にある方が、利用者中の２分の１の状態のとき、自立度Ⅲ以上の方が

対象となります。１日当たり、３０円です。（自己負担額は３円）（リーダー研修終了者 1 名以上） 

（２）サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）：介護職員のうち、介護福祉士資格（国家資格）保有者が、７０％以上等の体制のある事業所が対

象となります。1 日当たり、２２０円です。（自己負担額は２２円） 

（Ⅱ）：介護職員のうち、介護福祉士資格（国家資格）保有者が、６０％以上の体制のある事業所が対象

となります。1 日当たり、１８０円です。（自己負担額は１８円） 

（Ⅲ）：介護職員のうち、介護福祉士資格（国家資格）保有者が、５０％以上等の体制のある事業所が対

象となります。1 日当たり、６０円です。（自己負担額は６円） 

（３）初期加算 

入居の日から３０日以内の期間については、上記の他に初期加算として１日につき３０円の自己負担が加

算されます。ただし、「自立度判定基準」で、ランクⅠ及びⅡの方は３カ月以内、ランクⅢ、Ⅳ、Ｍの方

は１か月以内に再入居された時には、初期加算はかかりません。医療機関に１か月以上入院した後、退院

して再利用者する場合も初期加算の算定。 

（４）退居時相談援助加算 

  退居時において、居宅サービス及び地域密着型サービスを利用する場合に限り、退居から２週間以内に

むかわ町（地域包括支援センター）に居宅サービス及び地域密着型サービスの利用に必要な情報を提供し

た時に算定可。 

 自己負担額は、退居時 1 回限りで４００円です。 

（５）若年性認知症受入加算 

  若年性認知症利用者の方を受け入れ、個別の担当者を定め介護サービスを行った場合には必要と成りま

す。１日当たり、１，２００円です。（自己負担１２０円） 

（６）入院時費用  ２４６単位／日  

３か月以内に退院が見込まれる利用者について、退院後の再入居の受け入れ態勢を整えている場合には、

１月に６日を限度として一定の単位の基本報酬の算定を認めることとする。 

（７）医療連携体制加算 ３９単位／日 （看護師の配置のより算定可能） 

認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、常勤看護師を 1 名以上確保している事 

看護師と 24 時間連絡できる体制を確保している事  

 「看取りに関する指針（重度化した場合における対応に係る指針）」を定め、利用者又はその家族に内容

を説明し、同意をえている事。 



- 4 - 

 

（８）口腔・栄養スクリーニング加算 ２０単位／月 ※６月に１回を限度とする。 

 利用開始及び利用中６か月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状

態に係る情報を計画作成担当者に提供した場合に算定する。 

（９）口腔衛生管理体制加算 ３０単位／月 

 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月

1 回以上行っている場合 

（１０）栄養管理体制加算 ３０単位／月 

 管理栄養士（外部との連携含む）が日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言及び指導を月１回以

上行っている場合。 

（１１）科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他利用者の心身の状況等に係る基本的

な情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じ計画を見直し、介護サービス提供にあたって必要な

情報を活用していること。 

（１２）生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位／月 

 計画作成担当者が訪問・通所リハビリ事業所又はリハビリを実施している医療機関の医師、理学療法士等

の助言に基づき生活機能向上を目的とした介護計画を作成し介護を行ったときは、初回の介護が行われた

日に属する月に算定する。 

（１３）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

  介護報酬総単位数にサービス別加算率８．１％が加算されます。 

（１４）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

介護報酬総単位数にサービス別加算率３．１％が加算されます。 

※令和３年４月から令和３年９月末までの間は、基本報酬（加算を含まない）に１００１／１０００を掛け

算して報酬額を計算する。 

※個人消耗品の費用           

・おむつにつきましては、当ホームで用意しております。ご利用者負担になりますが、購入することが出来

ます。うす型パンツＳ 1,416 円（1 袋）、うす型パンツＭ 1,447 円（1 袋）、うす型パンツＬ～ＬＬ 1,540

円（1袋）、ケアパット 300（1 袋）344 円、ケアパット 500 567 円（1 袋）、エアープラス S 581 円（1 袋）、

アクティブノーマル P 1,051 円（1 袋）、スーパーロング P 1,103 円（1 袋）、消臭剤（1 本）772 円 

・預貯金を預かり出納管理する場合は 1 ヵ月 1,000 円 

・理髪・美容 希望により、町内の理美容院にて理髪等のサービスをご利用いただくことができます。 

利用料金：実費 

 

７ 協力医療機関 

医療機関名       診 療 科 目      医 師 氏 名      

むかわ町鵡川厚生病院 内科・総合診療科・リハビリテーション科 

院長  越 智 勝 治 

部長  中 村 利 仁 

医長  會 川 周 作 

中西歯科医院 歯科 院長  中 西   亮 

 

８ 苦情相談機関 

事業所及び法人 

・苦情受付担当者   梨 木 美代子（計画作成担当者兼介護職員） 

・苦情解決責任者   藤 崎 昌 子（管理者兼計画作成担当者兼介護職員） 

・第三者委員      

山谷 松美  むかわ町田浦 47-3        ℡ 42-4551 

  加藤 務   むかわ町美幸 4丁目 22番地 1  ℡ 090-1649-4545 

  伊東 範充  むかわ町福住 3丁目 142     ℡ 42-3556 
・電話番号等  高齢者グループホーム「ふきのとう」 

電話：０１４５－４７－７０２０  ＦＡＸ：０１４５－４７－７０２０ 

社会福祉法人 鵡川慶寿会 

電話：０１４５－４２－５２１１  ＦＡＸ：０１４５－４２－５０２９ 

むかわ町 むかわ町役場 健康福祉課 保健介護グループＴＥＬ：０１４５－４２－２４１５ 

外部申立機関 

北海道国民健康保険団体連合会（国保連） 

札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話：０１１－２３１－５１６１  ＦＡＸ：０１１－２３１－２１７８ 


